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大学共同利用機関法人自然科学研究機構業務の情報化推進に関する基本規程 

 
平成２８年９月２３日 
自機規程第１０９号 

 
（目的） 

第１条 この規程は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構（以下「機構」という。）情

報化推進基本方針に基づき，機構における業務の情報化の推進に関する基本的事項につ

いて，必要な事項を定めることを目的とする。 
（基本方針） 

第２条 本規程における業務の情報化の基本方針は，次に掲げる事項について定めるもの

とする。 
一 業務・システムの最適化に関する事項 
二 その他業務の情報化に関する事項 
（組織・体制） 

第３条 機構は，業務の情報化のため，次の各号に掲げる情報化に関する責任者を置く。 
一 情報化統括責任者 １名 
二 情報化責任者 ４名 
三 情報化責任者補佐 ４名 
（情報化統括責任者） 

第４条 情報化統括責任者（Chief Information Officer。以下「ＣＩＯ」という。）は，

情報担当理事又は情報担当副機構長をもって充てる。 
２ ＣＩＯは，機構における業務の情報化に関する統括的な意思決定を行う。 
３ ＣＩＯは，前項の意思決定を行うに際しては，大学共同利用機関法人自然科学研究機

構情報セキュリティ対策に関する基本規程（平成２８年自機規程第１１１号。以下「セ

キュリティ基本規程」という。）第５条に規定する最高情報セキュリティ責任者の意見を

聴くものとする。 
（情報化責任者） 

第５条 情報化責任者（以下「機関ＣＩＯ」という。）は，別表のとおりとする。 
２ 機関ＣＩＯは，当該機関における業務の情報化に関する統括的な意思決定を行う。 
３ 機関ＣＩＯは，前項の意思決定を行うに際しては，セキュリティ基本規程第６条に規

定する機関情報セキュリティ責任者の意見を聴くものとする。 
（情報化責任者補佐） 

第６条 情報化責任者補佐（以下「機関ＣＩＯ補佐」という。）は，機関ＣＩＯが指名する
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者をもって充て，機関ＣＩＯの業務を補佐し，次の各号に掲げる事項について，戦略的・

専門的知見をもって機関ＣＩＯに助言を行うものとする。 
一 機関における情報戦略の立案 
二 情報関連業務の適正化計画の策定及び実施 
三 情報システムの更新及び調達 
四 情報関連業務・システムに係る監査 
五 その他情報化推進の支援 

２ 機関ＣＩＯ補佐は，前項の助言を行う場合は，セキュリティ基本規程第３条第９号に

規定する情報セキュリティポリシーに十分配慮しなければならない。 
（情報化推進委員会） 

第７条 機構における業務の情報化のため，機構に情報化推進委員会を置く。 
２ 前項に規定する委員会の組織運営等に関し必要な事項については，別に定める。 

（研修） 
第８条 機関ＣＩＯは，機関における情報化の推進のため，必要に応じて研修等を企画し

実施するものとする。 
（報告） 

第９条 機構の情報システムの適正かつ効率的な運用及び管理に重大な支障が生じる事実

又はおそれがあることを知った者は，その旨を機関ＣＩＯ又は機関ＣＩＯ補佐に直ちに

報告しなければならない。 
２ 機関ＣＩＯ又は機関ＣＩＯ補佐は，前項に定める報告を受けた場合は，その事実の有

無を調査し，必要な措置を講ずるとともに，ＣＩＯにその旨を報告するものとする。 
３ ＣＩＯは，前項の報告を受けたときは，関係行政機関への報告を含め必要な措置を講

ずるものとする。 
（点検及び監査） 

第１０条 機関ＣＩＯは，所掌する機関の業務・システムの最適化について，定期的に運

用及び管理の状況を点検し，必要があると認めるときは，その結果をＣＩＯに報告する

ものとする。 
２ 機関ＣＩＯは，定期又は随時に当該機関の業務・システムに関する監査を行い，その

結果をＣＩＯに報告するものとする。 
（評価及び見直し） 

第１１条 ＣＩＯ及び機関ＣＩＯは，前条の規定に基づく点検及び監査の結果等を踏まえ，

透明性の確保及び業務運営の合理化等の観点から評価し，必要があると認める場合は，

その見直し等の措置を講じるものとする。 
（補則） 
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第１２条 この規程に定めるもののほか，業務の情報化の推進に関し必要な事項は，別に

定める。 

 
附 則 

この規程は，平成２８年９月２３日から施行する。 
附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

 
別表 

機関等区分 機  関  等 機関ＣＩＯ 

国立天文台 国立天文台 国立天文台長が指名する副台長 

核融合科学研究所 核融合科学研究所 核融合科学研究所副所長 

岡崎３機関等 

基礎生物学研究所 

３所長が一致して指名する副所

長又は研究総主幹 

生理学研究所 

分子科学研究所 

岡崎３機関共通の研究施設

及び組織等 

生命創成探究センター 

事務局等 

事務局並びに組織運営通則

第２条の２第１項及び第３

条に定める組織等のうち，上

記に該当しない組織等 

ＣＩＯが兼務 

 


